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今月の紙面から

行　政

平成22年5月15日号

1・3・4 2・12 5 5・9〜11 6 7 8 11

行政 健康・福祉 学びの里 お知らせ 環境 男女共同参画 カレンダー 市民協働

豊かな自然と歴史を体感、第３回大島春
風ウオーキング「島だより」（10ページ）

後期高齢者医療制度に加入しているみなさんへ� 2

市県民税の納税通知書を発送� 3

九州・山口近代化産業遺産群、長崎県の軍艦島、「世界遺産への道」� 5

ルールを守って分別収集、「みんなで３Ｒ」� 6

６月５日（土）はサニックスブルースファン感謝イベント� 9

就職活動中の学生を狙う勧誘トラブル、「転ばぬ先の杖」� 11

公共事業などから暴力団を排除、宗像警察署と連携協定を締結、「市政アラカルト」� 4

男女共同参画「ゆいフェスタ2010」〜あなたが輝けば、あしたが変わる〜、「メッセージ」� 7

地元で頑張る健康づくりリーダー、神湊・田島地区のヘルス推進員、「健康むなかた21」� 12

連
携
強
化
で

ま
ち
づ
く
り

　「
宮
若
市
・
宗
像
市
及
び

ト
ヨ
タ
自
動
車
九
州
株
式
会

社
の
連
携
協
力
に
関
す
る
協

定
書
」
の
調
印
式
が
４
月
２

日
、
同
社
で
開
か
れ
、
谷
井

博
美
市
長
と
宮
若
市
の
有
吉

哲
信
市
長
、
ト
ヨ
タ
自
動
車

九
州（
株
）
の
須
藤
誠
一
社

長
が
、
今
後
の
連
携
強
化
を

約
束
し
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
は
、
相
互
に
連

携
を
強
化
し
な
が
ら
青
少
年

育
成
や
高
齢
者
・
障
が
い
者

支
援
、
環
境
保
全
や
産
業
振

興
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興

な
ど
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
を

推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　
ト
ヨ
タ
自
動
車
九

州（
株
）
で
は
こ
れ

ま
で
、
宗
像
市
で
竹

林
伐
採
や
投
棄
ご
み

の
回
収
、
宮
若
市
で

石
炭
記
念
館
の
機
関

車
塗
装
や
古
墳
整
備

な
ど
を
実
施
。
市
民

か
ら
喜
ば
れ
る
こ
と

に
従
業
員
か
ら
も
継

続
し
た
い
と
い
う
気
運
が
盛

り
上
が
り
、
昨
年
度
は
延
べ

約
１
３
０
０
人
が
地
域
貢
献

活
動
に
参
加
し
ま
し
た
。

　
調
印
式
で
須
藤
社
長
は
、

「
地
域
貢
献
活
動
の
推
進
に

つ
い
て
弊
社
か
ら
両
市
へ
持

ち
か
け
た
と
こ
ろ
、
趣
旨
に

賛
同
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

地
域
に
開
か
れ
た
会
社
を
目

指
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
」
と
協
定

ま
で
の
経
緯
と
抱
負
を
語
り

ま
し
た
。

　
谷
井
市
長
は
、「
須
藤
社

長
を
は
じ
め
同
社
の
み
な
さ

ん
に
は
、
釣
川
ク
リ
ー
ン
作

戦
や
さ
つ
き
松
原
の
植
樹
な

ど
に
参
加
し
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
。
幅
広
い
分
野
に
わ
た

固い握手を交わす谷井市長、須藤社長、
有吉市長（左から）

る
連
携
協
力
の
協
定
は
、
ま

ち
づ
く
り
の
可
能
性
を
さ
ら

に
広
げ
る
も
の
で
、
と
て
も

喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
こ
れ

か
ら
も
積
極
的
に
連
携
・
協

力
を
深
め
て
い
き
た
い
」
と

あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。

　
４
月
か
ら
は
、
専
門
組
織

と
し
て
「
社
会
貢
献
推
進
グ

ル
ー
プ
」
を
新
設
し
た
ト
ヨ

タ
自
動
車
九
州（
株
）。
市

民
や
企
業
と
の
協
働
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
市
に

と
っ
て
、
ま
す
ま
す
良
き

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
期
待
さ

れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
経
営
企
画
課

　
☎
（
36
）
１
１
９
２

　「
子
ど
も
手
当
」
は
、
次

代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の

健
や
か
な
育
ち
を
社
会
全
体

で
応
援
す
る
制
度
で
す
。

　
子
ど
も
手
当
を
受
給
し
た

人
に
は
、
子
ど
も
手
当
の
趣

旨
に
従
っ
て
、
子
ど
も
手
当

を
使
う
責
務
が
法
律
上
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
手
当
は
、
子
ど
も

の
将
来
の
夢
や
健
や
か
な
育

ち
の
た
め
に
、
有
効
に
使
っ

て
く
だ
さ
い
。 「

子
ど
も
手
当
」が

は
じ
ま
り
ま
し
た

４月
から

　
な
お
万
一
、
子
ど
も
の
育

ち
に
か
か
る
費
用
で
あ
る
学

校
給
食
費
や
保
育
料
な
ど
を

滞
納
し
な
が
ら
、
子
ど
も
手

当
が
子
ど
も
の
健
や
か
な
育

ち
と
関
係
の
な
い
用
途
に
使

わ
れ
る
こ
と
は
、
法
の
趣
旨

に
そ
ぐ
い
ま
せ
ん
。
子
ど
も

手
当
の
趣
旨
を
十
分
に
理
解

し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
課
児
童
母
子
係

☎
（
36
）
１
１
５
１

Ｑ
１　
「
子
ど
も
手
当
」
っ

て
ど
ん
な
制
度
？

Ａ
１
　
子
ど
も
を
養
育
し
て

い
る
人
は
、
中
学
校
を
卒

業
す
る
ま
で
の
子
ど
も
１

人
に
つ
き
、
平
成
22
年
度

は
月
額
１
万
３
０
０
０
円

を
受
給
で
き
ま
す
。

　
　
住
ん
で
い
る
市
区
町
村

で
受
給
資
格
を
認
定
の

上
、
６
月
、
10
月
、
翌
年

２
月
の
年
３
回
、
前
月
分

ま
で
の
手
当
が
支
払
わ
れ

ま
す（
原
則
、口
座
振
込
）。

Ｑ
２
「
児
童
手
当
」
を
受
給

し
て
い
ま
す
が
、
新
た
な

手
続
き
は
必
要
？

Ａ
２
　
本
年
３
月
ま
で
児
童

手
当
を
受
給
し
て
い
た
人

は
、
新
た
な
手
続
き
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
（
図
❶
）。

た
だ
し
、
児
童
手
当
を
受

給
し
て
い
た
人
で
、
新
た

に
子
ど
も
手
当
の
対
象
と

な
る
子
ど
も
（
原
則
と
し

て
中
学
２
年
生
と
同
３
年

生
）
が
い
る
場
合
は
、「
子

ど
も
手
当
額
改
定
認
定
請

求
書
」
の
提
出
が
必
要
で

す
（
図
❷
）。

　
　
平
成
22
年
度
は
、
子
ど

も
手
当
が
支
払
わ
れ
る
た

め
、
児
童
手
当
の
支
払
い

は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
し
、

平
成
22
年
６
月
に
限
り
、

平
成
21
年
度
分
の
児
童
手

当
（
平
成
22
年
２
月
分
と

３
月
分
）
が
支
払
わ
れ
ま

す
。

Ｑ
３　
「
子
ど
も
手
当
」
を

受
給
す
る
た
め
に
は
？

Ａ
３
　
受
給
す
る
に
は
、
申

請
が
必
要
で
す
（
図
❷
、

図
❸
）。

　
　
子
ど
も
手
当
の
受
給
資

格
者
は
、「
子
ど
も
を
監

護
し
、
か
つ
、
生
計
を
同

じ
く
す
る
父
か
母
」で
す
。

父
母
に
養
育
さ
れ
て
い
な

い
子
ど
も
は
、「
子
ど
も

を
監
護
し
、
か
つ
、
生
計

を
維
持
す
る
人
」
が
受
給

資
格
者
と
な
り
ま
す
。

●
子
ど
も
手
当
は
、
申
請
月

の
翌
月
分
か
ら
支
払
わ
れ

ま
す
。
申
請
は
早
め
に
お

願
い
し
ま
す
。

　
　
た
だ
し
、
今
回
は
「
児

童
手
当
」
か
ら
「
子
ど
も

手
当
」
へ
の
移
行
期
間
中

の
た
め
、
平
成
22
年
９
月

30
日
（
木
）
ま
で
に
申
請

を
す
れ
ば
、
４
月
分
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
支
払
わ
れ

ま
す
。

＊
４
月
１
日
以
降
に
出
生
・

転
入
の
場
合
は
、
申
請
月

の
翌
月
か
ら
対
象

●
所
定
の
「
子
ど
も
手
当
認

定
請
求
書
」
に
、
必
要
書

類
を
添
付
し
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
必
要
書
類

①
厚
生
年
金
な
ど
の
年
金
制

度
の
加
入
者
は
、
健
康
保

険
被
保
険
者
証
の
写
し
な

ど
②
金
融
機
関
の
口
座
番
号
が

確
認
で
き
る
書
類
（
預
金

通
帳
の
写
し
な
ど
）

●
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
な
ど

子
ど
も
手
当
の
対
象
人
数

が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
市

区
町
村
へ
「
子
ど
も
手
当

額
改
定
認
定
請
求
書
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
こ
の
場
合
は
、
申
請
猶
予

期
間
（
９
月
30
日
ま
で
）

の
非
対
象

●
公
務
員
は
、
勤
務
先
か

ら
の
支
払
い
と
な
り
ま

す
。
公
務
員
に
な
っ
た
場

合
は
、
市
区
町
村
へ
「
子

ど
も
手
当
受
給
事
由
消
滅

届
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

＊
転
居
で
住
所
が
変
わ
っ
た

場
合
は
、
転
居
先
の
市
区

町
村
へ
申
請
が
必
要

ト
ヨ
タ
自
動
車
九
州（
株
）と

宮
若
市
、
宗
像
市
が
協
定
締
結

受給者 小学生以下の
子ども

新たな手続きは不要 中学生の子どもについて、
「子ども手当額改定認定
請求書」の提出が必要

新たな手続きは
不要

申請は平成22年９月30日（木）までにお願いします。
９月30日（木）を過ぎると、満額の支給が受けられなくなりますので、注意してください。

受給者 小学生以下の
子ども

中学生の
子ども

子ども手当

子ども手当
＊手当は４月分から支払われます
＊４月に中学生になる子ども（３月ま
で児童手当の対象だった子ども）
についても手続きは不要です

＊９月30日（木）までに「額改定認定請求書」を提出
してください。手当は４月分から増額されます

図❶ 図❷
３月31日現在、児童手当を受給されている人

「子ども手当認定請求書」の
提出が必要

受給者 中学生の
子ども

子ども手当

＊９月30日（木）までに「認定請求
書」を提出してください。手当は４
月分から支払われます

３月31日現在、児童手当を
受給されていない人

図❸


